
単位：mm

編 章 節 条 枝番 工   種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要
３
土
木
工
事
共
通
編 

１
一
般
施
工 

14
法
面
工
�
共
通
�

４ １ 法枠工 
（現場打法枠工） 
（現場吹付法枠工） 法

長 

ç

ç＜10ｍ －100
施工延長 40ｍ(測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ)につき１ヶ所、延長 40ｍ(又は
50ｍ)以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。 
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。 

 
ａ

ｗ

ｈａ

 
 
 

枠延延長：縦枠・横枠の合計延長 
（交点の延長重複部を除く） 

曲線部、凹
凸部等にお
いて、枠中
心間隔ａの
下限規格値
によりがた
い場合は、
監督員と協
議のうえ、
下限規格値
を設定する
こと。 

ç≧10ｍ －200

幅   ｗ －30
枠延延長 100ｍにつき１ヶ所、枠延延
長 100ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。 

高 さ ｈ －30

枠中心間隔 ａ ±100 

枠延延長 Ｌ －200 
１施工箇所毎 
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。 

３
土
木
工
事
共
通
編 

１
一
般
施
工 

14
法
面
工
�
共
通
�

４ ２ 法枠工 
（プレキャスト法枠工） 法

長
ç

ç＜10ｍ －100 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合
は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ
（又は 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 ç≧10ｍ －200

枠延延長 Ｌ －200 １施工箇所毎 

３
土
木
工
事
共
通
編 

１
一
般
施
工 

14
法
面
工
�
共
通
�

６ アンカー工 削孔深さ ç 設計値以上 全数 
（任意仮設は除く） 

配置誤差 ｄ 100

せん孔方向 θ ±2.5度

３
土
木
工
事
共
通
編 

１
一
般
施
工 

14
法
面
工
�
共
通
�

６ 鉄筋挿入工 
（ロックボルト工） 削孔深さ ç 設計値以上 全数 

（任意仮設は除く） 
せん孔方向 θ ±４度

ｄ＝ 22＋ｙｘ

横枠 

縦枠 

出来形管理基準及び規格値
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品質管理基準及び規格値

  1．セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・
覆工コンクリート(NATM)・吹付けコンクリート(NATM)は別途記載。
砂防ダムを含む。）  …………………………………………………… 298

 2．プレキャストコンクリート製品（ JIS Ⅰ類）  ……………………… 308
 3．プレキャストコンクリート製品（ JIS Ⅱ類）  ……………………… 308
 4．プレキャストコンクリート製品（その他） ………………………… 308
 5．ガス圧接  ……………………………………………………………… 314
 6．既製杭工  ……………………………………………………………… 318
 7．下層路盤  ……………………………………………………………… 320
 8．上層路盤  ……………………………………………………………… 326
 9．アスファルト安定処理路盤  ………………………………………… 334
10．セメント安定処理路盤  ……………………………………………… 334
11．アスファルト舗装  …………………………………………………… 336
12．転圧コンクリート  …………………………………………………… 344
13．グースアスファルト舗装  …………………………………………… 348
14．路床安定処理工  ……………………………………………………… 352
15．表層安定処理工（表層混合処理） …………………………………… 354
16．固結工  ………………………………………………………………… 356
17．アンカー工  …………………………………………………………… 356
18．補強土壁工  …………………………………………………………… 358
19．吹付工  ………………………………………………………………… 360
20．現場吹付法枠工  ……………………………………………………… 364
21．河川・海岸土工  ……………………………………………………… 370
22．砂防土工  ……………………………………………………………… 372
23．道路土工  ……………………………………………………………… 374
24．捨石工  ………………………………………………………………… 376
25．コンクリートダム  …………………………………………………… 378
26．覆工コンクリート（NATM） ………………………………………… 384
27．吹付けコンクリート（NATM） ……………………………………… 392
28．ロックボルト（NATM） ……………………………………………… 398
29．路上路盤再生工  ……………………………………………………… 400
30．路上表層再生工  ……………………………………………………… 400
31．排水性舗装工・透水性舗装工  ……………………………………… 402
32．ガス切断工  …………………………………………………………… 410
33．溶接工  ………………………………………………………………… 410
34．工場製作工（鋼橋用鋼材） …………………………………………… 416
35．視覚障がい者誘導用ブロック  ……………………………………… 418
36．鉄筋挿入工（ロックボルト工） ……………………………………… 418
37．ロープネット  ………………………………………………………… 418
38．無収縮モルタル  ……………………………………………………… 418
39．中層混合処理  ………………………………………………………… 420

品質管理基準及び規格値
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トは別途
 記載｡）

工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

材
料

必
須

アルカリシリカ反応抑制対
策

「アルカリ骨材反応抑
制対策実施要領」（福
島県土木部）による

同　左 同　左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。

○

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わっ
た場合。

　 ○

骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅ス
ラグ細骨材の規格値については摘要
を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わっ
た場合。

○

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

砕石　40％以下
砂利　35％以下
舗装コンクリートは35％以下
但し、積雪寒冷地の舗装コンクリー
トの場合は25％以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変わっ
た場合。
ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中１回/月
以上および産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第
１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第
２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第
３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第
４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材Ｈ）

○

　 骨材の微粒分量試験 JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

粗骨材
砕石3.0%以下（ただし、粒形判定実
積率が58%以上の場合は5.0%以下）
スラグ粗骨材　5.0%以下
それ以外（砂利等）1.0%以下
細骨材
砕砂9.0%以下（ただし、すりへり作
用を受ける場合は5.0%以下）
スラグ砕骨材7.0%以下（ただし、す
りへり作用を受ける場合は5.0%以
下）
それ以外（砂等）：5.0%以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
3.0%以下)

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回／週以上）

　 ○

　 砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90%以上の場合は使用でき
る。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

　 モルタルの圧縮強度による
砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の
色より濃い場合。

　 ○

　 骨材中の粘土塊量の試験 JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変わっ
た場合。

　 ○

　 硫酸ナトリウムによる骨材
の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

砂、砂利：工事開始前、工事中1回／6ヶ月以上およ
び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回/年以上および
産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 ○

そ
の
他（

J
I
S
マー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
ディ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー

品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

材
料

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 ○

ポルトランドセメントの化
学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 ○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308附属書Ｃ

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変
わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

　 　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書Ｃ

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変
わった場合。
スラッジ水の濃度は１回/日

　ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合するものとする。

○

　 計量設備の計量精度 水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以
内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印字記
録により確認を行う。

○

　 ミキサの練混ぜ性能試験 バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 86032

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量偏差率：
10％以下
　コンシステンシー（スランプ）の
偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験、またはレディー
ミクストコンクリート工場の品質証明書等のみ
とすることができる。

○

　

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験、ま
たはレディーミクストコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることができる。

○

　 細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

○

　 粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 1回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

○

そ
の
他（

J
I
S
マー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
ディ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リー

ト

を
使
用
す
る
場
合
は
除
く）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー

そ
の
他

製
造（

プ
ラ
ン
ト）

品質管理基準及び規格値
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トは別途
 記載｡）



工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

材
料

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 　 ○

ポルトランドセメントの化
学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 　 ○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308附属書Ｃ

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変
わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書Ｃ

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上および水質が変
わった場合。
スラッジ水の濃度は１回/日

　ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合するものとする。

○

計量設備の計量精度 水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以
内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印字記
録により確認を行う。

○

　 ミキサの練混ぜ性能試験 バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 86032

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量偏差率：
10％以下
　コンシステンシー（スランプ）の
偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験、またはレディー
ミクストコンクリート工場の品質証明書等のみ
とすることができる。

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ○

細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

○

粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 1回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

○

そ
の
他（

J
I
S
マー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
ディ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リー

ト

を
使
用
す
る
場
合
は
除
く）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く｡）

そ
の
他

製
造（

プ
ラ
ン
ト）

品質管理基準及び規格値

― 301 ― 令和４年４月１日一部改正

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）
・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は左記によらず1工種1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工場の品
質証明書等のみとすることができる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）



工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリート中の塩
化物総量規制実施要領
（土木構造物）」（福
島県土木部）による。

0.3㎏/m3以下 荷卸し時。コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、１日につき２回以上（午前・午後各１
回以上）行う。午前の試験結果が、塩化物総量の規
制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（１試験の測定回数は3回とする）試験の
判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-2018，
503-2018）または設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

エアメータ法（土研
法）及び同等以上の測
定法

対象構造物
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁（ただ
し、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品は除く。）
（２）内空断面積２５㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工（ただし、購入桁は除
く。）
（４）トンネル
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド

※上記構造物に付帯する基礎工を含むものとす
る。
その他は、「福島県レディーミクストコンク
リート単位水量測定要領」による。

　 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±
1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±
2.5㎝
スランプ2.5cm及び3㎝：許容差±1.0
㎝

・荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時及び荷下
ろし時に品質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄
筋コンクリート床版にレディーミクスコンクリート
を用いる場合は原則として全車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランプ
試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試
験の頻度について監督員と協議し低減することがで
きる。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、レディーミクストコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることができる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工
(高さ１m以上)、函渠工、樋門、水門、水路(内
幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、
舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様
書で指定された工種）

単位水量測定 1）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3(管理値)の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3（管理値）を超え±20kg/m3
（指示値）の範囲にある場合はその
まま打設してよいが、受注者は水量
変動の原因を調査し、生コン製造者
に改善の指示をしなければならな
い。その後、配合設計±15kg/m3（管
理値）以内で安定するまで、運搬車
の３台毎に１回、単位水量の測定を
行う。なお､｢15kg/m3以内で安定する
まで」とは、２回連続して15kg/m3以
内の値を観測することをいう。
3）測定した単位水量が、配合設計±
20kg/m3の指示値を超える場合は、生
コンを打込まずに持ち帰らせ、水量
変動の原因を調査し、生コン製造業
者に改善を指示しなければならな
い。その後の配合設計±15kg/m3以内
になるまで全運搬車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を実
施することができる。再試験を実施
した場合は2回の測定結果のうち、配
合設計との差の絶対値の小さい方の
値で評価してよい。

荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し
時に品質変化が認められたとき。

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー

品質管理基準及び規格値

― 302 ― 令和４年４月１日一部改正

トは別途
 記載｡）



工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリート中の塩
化物総量規制実施要領
（土木構造物）」（福
島県土木部）による。

0.3㎏/m3以下 荷卸し時。コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、１日につき２回以上（午前・午後各１
回以上）行う。午前の試験結果が、塩化物総量の規
制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（１試験の測定回数は3回とする）試験の
判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-2018，
503-2018）または設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

　

エアメータ法（土研
法）及び同等以上の測
定法

対象構造物
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁（ただ
し、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品は除く。）
（２）内空断面積２５㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工（ただし、購入桁は除
く。）
（４）トンネル(坑門)
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド

※上記構造物に付帯する基礎工を含むものとす
る。
その他は、「福島県レディーミクストコンク
リート単位水量測定要領」による。

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±
1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±
2.5㎝
スランプ2.5cm及び3㎝：許容差±1.0
㎝

・荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時及び荷下
ろし時に品質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄
筋コンクリート床版にレディーミクスコンクリート
を用いる場合は原則として全車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランプ
試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試
験の頻度について監督員と協議し低減することがで
きる。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、レディーミクストコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることができる。

　

単位水量測定 1）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3(管理値)の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3（管理値）を超え±20kg/m3
（指示値）の範囲にある場合はその
まま打設してよいが、受注者は水量
変動の原因を調査し、生コン製造者
に改善の指示をしなければならな
い。その後、配合設計±15kg/m3（管
理値）以内で安定するまで、運搬車
の３台毎に１回、単位水量の測定を
行う。なお､｢15kg/m3以内で安定する
まで」とは、２回連続して15kg/m3以
内の値を観測することをいう。
3）測定した単位水量が、配合設計±
20kg/m3の指示値を超える場合は、生
コンを打込まずに持ち帰らせ、水量
変動の原因を調査し、生コン製造業
者に改善を指示しなければならな
い。その後の配合設計±15kg/m3以内
になるまで全運搬車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を実
施することができる。再試験を実施
した場合は2回の測定結果のうち、配
合設計との差の絶対値の小さい方の
値で評価してよい。

荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時、及び荷卸
し時に品質変化が認められたとき。

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く｡）

品質管理基準及び規格値

― 303 ― 令和４年４月１日一部改正

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）



工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度試
験

JIS A 1108 1回の試験に用いる供試体は3本と
し、1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。3回の試験
結果の平均値は指定した呼び強度以
上であること。ただし、1回の試験結
果が呼び強度を下回った場合には、
構造物の設計強度が確保されている
ことを施工後試験によって確認する
こと。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

・荷下ろし時。１日１回以上または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに１回｡
ただし、基礎コンクリート、石積・ブロック積
（張）の胴込コンクリート、裏込コンクリート、天
端コンクリート、調整コンクリート等は、１工事当
り工事規模に応じて１～３回程度とすることができ
る。
なお、供試体は打設場所で採取し、1回につき6本
（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とする。(早強セメント
を使用する場合には、必要に応じてσ3･･･3本につい
ても採取する｡)
・工種毎に１日１回以上または20㎥～150㎥ごとに１
回の割合のうち測定頻度の高い方で実施する。なお､
20㎥～150㎥の範囲は監督員との協議による。

空気量測定� JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時及び荷下
ろし時に変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工
(高さ１m以上)、函渠工、樋門、水門、水路(内
幅2m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗
装、その他これらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

そ
の
他

コンクリートの曲げ強度試
験
（コンクリート舗装の場合
必須）

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の
85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した
呼び強度以上であること。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につき
2回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピース
は打設場所で採取し、1回につき原則として3個とす
る。

　 コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。

　 コンクリートの洗い分析試
験

JIS A 1112 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。
以下の重要構造物のδ28日圧縮強度試験は、公
的試験機関において実施する。なお、いずれの
構造物についても、プレキャスト製品及びプレ
ストレストコンクリートは除く。
(1)高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
(2)内空断面積25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ類
(3)橋梁上･下部工(ただし､購入桁は除く｡)
(4)トンネル
(5)高さが３ｍ以上の堰･水門･樋門･砂防ダム
(6)スノーシェッド・スノーシェルター、ロッ
クシェッド
※上記構造物に付帯する基礎工を含むものとす
る。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、水門、水路（内幅2m以上)、コ
ンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー

品質管理基準及び規格値

― 304 ― 令和４年４月１日一部改正

トは別途
 記載｡）



※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）

工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度試
験

JIS A 1108 1回の試験に用いる供試体は3本と
し、1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。3回の試験
結果の平均値は指定した呼び強度以
上であること。ただし、1回の試験結
果が呼び強度を下回った場合には、
構造物の設計強度が確保されている
ことを施工後試験によって確認する
こと。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

・荷下ろし時。１日１回以上または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに１回｡
ただし、基礎コンクリート、石積・ブロック積
（張）の胴込コンクリート、裏込コンクリート、天
端コンクリート、調整コンクリート等は、１工事当
り工事規模に応じて１～３回程度とすることができ
る。
なお、供試体は打設場所で採取し、1回につき6本
（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とする。(早強セメント
を使用する場合には、必要に応じてσ3･･･3本につい
ても採取する｡)
・工種毎に１日１回以上または20㎥～150㎥ごとに１
回の割合のうち測定頻度の高い方で実施する。なお､
20㎥～150㎥の範囲は監督員との協議による。

　

空気量測定� JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時。圧縮強度試験用供試体採取時及び荷下
ろし時に変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。

　

そ
の
他

コンクリートの曲げ強度試
験
（コンクリート舗装の場合
必須）

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の
85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した
呼び強度以上であること。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につき
2回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピース
は打設場所で採取し、1回につき原則として3個とす
る。

　

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　

コンクリートの洗い分析試
験

JIS A 1112 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　 　

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は左記によらず1工種1回以上の試験また
は、施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。

以下の重要構造物のδ28日圧縮強度試験は、公
的試験機関において実施する。なお、いずれ
の構造物についても、プレキャスト製品及びプ
レストレストコンクリートは除く。
(1)高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
(2)内空断面積25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ類
(3)橋梁上･下部工(ただし､購入桁は除く｡)
(4)トンネル(坑門)
(5)高さが３ｍ以上の堰･水門･樋門･砂防ダム
(6)スノーシェッド・スノーシェルター、ロッ
クシェッド
※上記構造物に付帯する基礎工を含むものとす
る。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、場所打
ちコンクリートによる擁壁工（高さ１m以上)、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2m以
上)、コンクリート張護岸工、法枠護岸工、ダ
ム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定された工種）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く｡）

品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2㎜ 本数
総延長
最大ひびわれ幅等

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル
（５）高さ３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防ダ
ム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド
構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除
く全表面とする。フーチング･底版等で竣工時
に地中･水中にある部位については竣工前に調
査する。

テストハンマーによる強度
推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネル
ついては目地間（ただし100ｍを超えるトンネルで
は、100ｍを超えた箇所以降は、30ｍ程度に1ヶ所）
で行う。その他の構造物については強度が同じブ
ロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の
調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準
強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強
度の85％以下となった場合は、その箇所の周辺にお
いて、再調査を５ヶ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド
ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度試験の再試験の平均強度が
所要の強度を得られない場合、もしくは１ヶ所
の強度が設計強度の８５％を下回った場合は、
ｺｱによる強度試験を行う。

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計基準強度 所用の強度を得られない箇所付近において、原位置
のコアを採取。

コア採取位置について、監督員と協議を行った
うえで、設置した鉄筋を損傷させないよう、コ
アを採取する。圧縮強度試験は公的試験機関に
おいて実施する。

配筋状態及びかぶり 「非破壊試験によるコ
ンクリート構造物中の
配筋状態及びかぶり測
定要領」による

同左 同左 同左

強度測定 「微破壊・非破壊試験
によるコンクリート構
造物の強度測定要領」
による

同左 同左 同左

施
工
後
試
験

必
須

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー

そ
の
他

品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2㎜ 本数
総延長
最大ひびわれ幅等

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル(坑門)
（５）高さ３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防ダ
ム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド
構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除
く全表面とする。フーチング･底版等で竣工時
に地中･水中にある部位については竣工前に調
査する。

テストハンマーによる強度
推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネル
ついては目地間（ただし100ｍを超えるトンネルで
は、100ｍを超えた箇所以降は、30ｍ程度に1ヶ所）
で行う。その他の構造物については強度が同じブ
ロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の
調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準
強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強
度の85％以下となった場合は、その箇所の周辺にお
いて、再調査を５ヶ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル(坑門)
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター、
ロックシェッド

ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度試験の再試験の平均強度が
所要の強度を得られない場合、もしくは１ヶ所
の強度が設計強度の８５％を下回った場合は、
ｺｱによる強度試験を行う。

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計基準強度 所用の強度を得られない箇所付近において、原位置
のコアを採取。

コア採取位置について、監督員と協議を行った
うえで、設置した鉄筋を損傷させないよう、コ
アを採取する。圧縮強度試験は公的試験機関に
おいて実施する。

配筋状態及びかぶり 「非破壊試験によるコ
ンクリート構造物中の
配筋状態及びかぶり測
定要領」による

同左 同左 同左

強度測定 「微破壊・非破壊試験
によるコンクリート構
造物の強度測定要領」
による

同左 同左 同左

施
工
後
試
験

必
須

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く｡）

そ
の
他

品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

15　表層安定
処理工（表層
混合処理）

施
工

必
須

または、「ＴＳ・ＧＮ
ＳＳ用いた盛土の締固
め管理要領」による。

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。ただし、路肩か
ら１ｍ以内と締固め機械が近寄れな
い構造物周辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分
割して管理単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床とも１日の１層当た
りの施工面積は1,500ｍ2を標準とする。また、１日
の施工面積が2,000ｍ2以上の場合、その施工面積を2
管理単位以上に分割するものとする。
３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管理単位
を複数層にまたがらせることはしないものとする。
４．土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、
新規の管理単位として取り扱うものとする。

　 プルーフローリング 舗装調査･試験法便覧
[4]-288

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転圧機械
と同等以上の締固め効果を持つローラやトラッ
ク等を用いるものとする。

　 平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。

　 現場CBR試験 JIS A1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。

　 含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 500㎥につき1回の割合で行う。ただし、1500㎥未満
の工事は1工事当たり3回以上。

　 たわみ量 舗装調査･試験法便覧
[2]-16
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良箇所について実施。

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による｡なお､1回の試験とは
3個の供試体の試験値で表したもの｡

当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

ゲルタイム試験 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

改良体全長の連続性確認 ボーリングコアの目視
確認

改良体の上端から下端までの全長をボーリングによ
り採取し、全長において連続して改良されているこ
とを目視確認する。
改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるご
とに1本追加する。
現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は
監督員の指示による。

・ボーリング等により供試体を採取する。
・改良体の強度確認には、改良体全長の連続性
を確認したボーリングコアを利用してもよい。

土の一軸圧縮試験
（改良体の強度）

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設
計強度の85%以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計強度
以上。
なお、1回の試験とは3個の供試体の
試験値の平均値で表したもの

改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるご
とに1本追加する。試験は1本の改良体について、
上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本
の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強
度毎に3回とする。
現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は
監督員の指示による。

改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を
確認したボーリングコアを利用してもよい。

17　アンカー
工

必
須

モルタルの圧縮強度試験 JIS A 1108 設計図書による。 ２回（午前・午後）／日

モルタルのフロー値試験 JSCE-F 521-2018 10～18秒 Pロート
（グラウンドアンカー設計施工マ
ニュアルに合わせる）

練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値をフ
ロー値とする。

　 適正試験（多サイクル確認
試験）

グラウンドアンカー設
計・施工基準、同解説
（JGS4101-2012）

アンカーの設計と施工が適切である
こと。

・施工数量の5％かつ3本以上。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き
試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。

ただし、モルタルの必要強度の確認後に実施す
ること。

　 確認試験（１サイクル確認
試験）

グラウンドアンカー設
計・施工基準、同解説
（JGS4101-2012）

設計アンカー力に対して十分に安全
であること。

・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべ
て。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大
荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する１サイ
クル方式とする。

但し、モルタルの必要強度の確認後に実施する
こと。

　 そ
の
他

その他の確認試験 グラウンドアンカー設
計・施工基準、同解説
（JGS4101-2012）

所定の緊張力が導入されているこ
と。

・定着時緊張力確認試験
・残存引張力確認試験
・リフトオフ試験
等があり、多サイクル確認試験、１サイクル確
認試験の試験結果をもとに、監督員と協議を行
う必要性の有無を判断する。

施
工

16　固結工 材
料

そ
の
他

施
工

必
須

必
須

品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

26　覆工コン
クリート
(NATM)

施
工

必
須

「福島県レディミクス
トコンクリート単位水
量測定要領」による。

その他は、「福島県レディミクストコンクリー
ト単位水量測定要領」による。

コンクリートの圧縮強度試
験

JIS A 1108 1回の試験に用いる供試体は3本と
し、1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した
呼び強度以上であること。
ただし、1回の試験結果が呼び強度を
下回った場合には、構造物の設計強
度が確保されていることを施工後試
験によって確認すること。

・荷卸し時
1回／日または構造の重要度と工事の規模に応じて20
から150㎥ごとに１回、および荷卸し時に品質変化が
認められた時｡なお、テストピースは打設場所で採取
し、１回につき6個（σ7･･･3個、σ28･･･3個)とす
る。
・工種毎に１日１回以上または20㎥～150㎥ごとに１
回の割合のうち測定頻度の高い方で実施する。なお､
20㎥～150㎥の範囲は監督員との協議による。

塩化物総量規制 「コンクリート中の塩
化物総量規制実施要領
（土木構造物）」（福
島県土木部）による。

0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その試
験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午
後の試験を省略することができる。（１試験の測定
回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均
値。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-2018、
503-2018）、または設計図書の規定により行
う。

　

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じて
20㎥～150㎥ごとに1回、および荷卸し時に品質変化
が認められた時。
・工種毎に１日１回以上または20㎥～150㎥ごとに１
回の割合のうち測定頻度の高い方で実施する。なお､
20㎥～150㎥の範囲は監督員との協議による。

　

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　 　

コンクリートの洗い分析試
験

JIS A 1112 設計図書による。 1回　品質に異常が認められた場合に行う。 　 　

単位水量測定 1）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3（管理値）の範囲にある場合
はそのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計±
15（管理値）を超え±20kg/m3（指示
値）の範囲にある場合は、水量変動
の原因を調査し、生コン製造者に改
善を指示し、その運搬車の生コンは
打設する。その後、配合設計±
15kg/m3（管理値）以内で安定するま
で、運搬車の3台毎に1回、単位水量
の測定を行う。なお､｢15kg/m3以内で
安定するまで」とは、２回連続して
15kg/m3以内の値を観測することをい
う。
3）測定した単位水量が、配合設計±
20kg/m3の指示値を越える場合は、生
コンを打込まずに、持ち帰らせ、受
注者は、水量変動の原因を調査し、
生コン製造業者に改善を指示しなけ
ればならない。その後の配合設計±
15kg/m3以内になるまで全運搬車の測
定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を実
施することができる。再試験を実施
した場合は2回の測定結果のうち、配
合設計との差の絶対値の小さい方の
値で評価してよい。

２回／日（午前１回、午後１回）、および荷卸し時
に品質変化が認められたとき。

そ
の
他

品質管理基準及び規格値
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δ28日圧縮強度試験は、公的試験機関において
実施する。

令和４年４月１日一部改正




